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令和７年２月（ 第１回） 奈良県葛城地区清掃事務組合議会定例会 

日 時 令和７ 年２月２ １ 日（ 金） 午後２時開議

議事日程

 第１  一般質問 

 第２  議第１号 奈良県葛城地区清掃事務組合し尿処理施設等解体基金条例の制定につ 

         いて 

 第３  議第２号 奈良県葛城地区清掃事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例の 

         一部改正について 

 第４  議第３号 令和７ 年度奈良県葛城地区清掃事務組合一般会計予算について

 第５  副管理者の辞職について 

本日の会議に付した事件

 第１  日程第１  （ 欠番）  

 第２  日程第２  （ 説明・ 質疑・ 討論・ 原案可決）  

 第３  日程第３  （ 説明・ 質疑・ 討論・ 原案可決）  

 第４  日程第４  （ 説明・ 質疑・ 討論・ 原案可決）  

 第５  日程第５  （ 辞職許可）  

 第６  追加日程第１ 副管理者の選任（ 指名推選）  

 第７  追加日程第２ 議会議案第１ 号 奈良県葛城地区清掃事務組合議会個人情報保護 

条例の一部改正について（ 説明・ 質疑・ 討 

論・ 原案可決）  

出席議員（ １９ 名）

  １ 番 奥 本 佳 史      ２ 番 杉 本 訓 規 

  ３ 番 藤井本   浩      ５ 番 岡 田 康 則 

  ６ 番 牧 浦 秀 俊      ７ 番 竹 中 亮 造 

  ８ 番 谷   禎 一      ９ 番 青 木 義 勝 

 １０ 番 植 田 龍 一     １１ 番 砂 原 弘 治 

 １２ 番 仲 本 博 文     １３ 番 沖   優 子 

 １４ 番 松 岡 成 行     １５ 番 中 村 良 路 

 １６ 番 川 田   裕     １７ 番 中 谷 一 輝 

 １８ 番 南     満     １９ 番 池 田 靖 幸 

 ２０ 番 丸 山   誠 
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欠席議員（ １名）

  ４ 番 疋 田 俊 文 

説明のため出席した者 

 管 理 者  山 田 秀 士     副管理者  堀 内 大 造 

 副管理者    山 村 吉 由     事務局長  中井戸 開 広 

議場に出席した市町長 

 香芝市長  三 橋 和 史     葛城市長  阿 古 和 彦 

 上牧町長  今 中 富 夫     河合町長  森 川 喜 之 

議場に出席した事務職員 

 議会事務局長  木 下 嘉 敏    書    記  新 澤 健 嗣 

 書    記  曽 根 好 孝    書    記  西 川 哲 也 

 速   記   者    金 澤 由紀子 
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       午後２時０分開会 

○議長（南満） お待たせいたしました。ただいまの出席議員数は１９名で定足数に達し

ておりますので、会議を始めさせていただきます。どうか各位におかれましては、議事運

営に格段のご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、ただいまより令和７年２月奈良県葛城地区清掃事務組合議会定例会を開会い

たします。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（南満） 管理者より招集の挨拶があります。管理者。 

○管理者（山田秀士） 本日２月議会定例会のご案内を申し上げましたところ、議員皆様

方には公私とも何かとご多忙の折にもかかわりませずご出席をいただきまして、誠にあり

がとうございます。 

 また、平素は本組合の管理運営につきまして、それぞれのお立場から特段のお力添えを

賜り厚く御礼を申し上げます。 

 さて、本定例会に上程させていただいておりますのは、し尿処理施設等解体基金条例の

制定と個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正及び令和７年度組合一般会計予算

の３案件でございます。 

 それぞれの案件につきましては、上程の都度具体的にご説明申し上げる運びとなってお

ります。何とぞ慎重にご審議をいただき、適切なるご決定を賜りますようお願いを申し上

げて、簡単ではございますが、私のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（南満） これより本日の会議を開きます。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

   会議録署名議員の指名について 

○議長（南満） 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により 

    ６   番  牧 浦  秀 俊  議員 

   １６   番  川 田    裕  議員 

の両議員を指名いたします。ご了承願います。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

   会期について 

○議長（南満） 次に、会期についてお諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日１日といたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。 

       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

 次に、監査委員より、定期監査結果報告書並びに月例出納検査結果報告が提出されてお

ります。お手元に配付しておりますので、ご清覧おき願います。 
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 本日の日程に入ります前に、議会運営に関する協議を行うため全員協議会を開催いたし

ます。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（南満） 休憩いたします。 

       午後２時３分休憩 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

       午後２時５分再開 

○議長（南満） 休憩を解いて、会議を再開いたします。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（南満） これより日程に入ります。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

   日程第１ 一般質問 

○議長（南満） 日程第１、一般質問でありますが、事前通告がございませんので、日程

から削除し、日程番号を欠番といたしますので、ご了承願います。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

   日程第２ 議第１号 奈良県葛城地区清掃事務組合し尿処理施設等解体基金条例の 

             制定について 

○議長（南満） 次に、日程第２、議第１号奈良県葛城地区清掃事務組合し尿処理施設等

解体基金条例の制定についてを議題といたします。 

 議案の朗読を省略して、管理者の説明を求めます。管理者。 

○管理者（山田秀士） ただいま上程となりました議第１号奈良県葛城地区清掃事務組合

し尿処理施設等解体基金条例の制定についてをご説明申し上げます。 

 議案書１ページをお開き願います。 

 本条例は、アクアセンター運営終了後の施設等の解体費用に充てるため、し尿処理施設

等解体基金条例を制定するものであります。 

 以上、奈良県葛城地区清掃事務組合し尿処理施設等解体基金条例の制定につきましてご

説明を申し上げました。何とぞよろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（南満） これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。１６番川田議員。 

○１６番（川田裕） よろしくお願いします。 

 この基金につきましては、前から提案をさせていただいておりましたものですが、この

内容におきましては年間１億６００万円を１７年間、計１８億円を積み立てるということ

であります。今現在、本日もＣＰＩが発表されてまして、約３．２％ですか、の物価上昇

が、生鮮食品を抜いたものの、角度がかなりきつく今上がってきてるっていう状態であり

ます。この基金に関しましては、そういった物価上昇にスライドするというような形のも

のの計画の組み方ではないのか、その点をお聞かせください。 



- 5 - 

○議長（南満） 局長。 

○組合事務局長（中井戸開広） 失礼します。ただいまの質問についてご回答させていた

だきます。 

 その物価スライドにつきまして、現状今の段階ではなかなか読めないというところがあ

りますので、運営協議会の中で１０年後に再度解体費用の見積りを出していただいて、そ

の時点でまた積立額の変更について協議を行うということになっております。 

 以上です。 

○議長（南満） １６番川田議員。 

○１６番（川田裕） １０年後っていうことは、かなりのスパンが、長いわけですよね。

年間、これ、複利計算でいけば、年間３％ずつぐらいの物価上昇があるとすれば、これ、

かなりの額の違いになってくはずなんですね。せめて３年に１回とか５年に１回とかとい

うところでそういった調整は必ずやっといたほうがいいんじゃないんですか、でないと後

でまとめて来られたら各公共団体の皆さんはそこから大きな支出を用いられるおそれがあ

るわけじゃないですか、その点についてお考えをお示しください。 

○議長（南満） 管理者。 

○管理者（山田秀士） 今川田議員からご指摘のとおり、物価のスライドというのは、今

現状どなたも何年後にどれぐらい上がるというのはなかなか見越せない状況になっている

というように認識をいたしておりますので、議員ご指摘のように運営協議会等の議論の場

において３年なり５年なり、適宜話題に出しながら協議を進めていくということを検討さ

せていただきたいというように思います。 

○議長（南満） １６番川田議員。 

○１６番（川田裕） そのようにお願いします。今、日銀のレビューシートなんかも、あ

の分厚いのが１１月か１２月ぐらいに出されまして、先行きの物価動向等が、これ、ちゃ

んと示されてる、あくまでも推測なんで必ずしも全部当たるとは限りませんが。基調的な

物価高騰ということで物価が上がれば価格転嫁をしていくという、今その流れがもう出来

上がってきておりますので、コストプッシュ型の一時的な、原油が上がったから何々が上

がるというような状況ではありませんので、そこは慎重な見極めをお願いしたいなという

ことで意見をしておきます。 

 以上です。 

○議長（南満） ほかにございませんか。 

       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） ないようでございますので、これより討論を行います。 

 討論はございませんか。 

       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） 討論もないようでございますので、これより本件を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（南満） ご異議なしと認めます。よって、本件を原案どおり可決することに決し

ました。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

   日程第３ 議第２号 奈良県葛城地区清掃事務組合個人情報の保護に関する法律施 

             行条例の一部改正について 

○議長（南満） 次に、日程第３、議第２号奈良県葛城地区清掃事務組合個人情報の保護

に関する法律施行条例の一部改正についてを議題といたします。 

 議案の朗読を省略して、管理者の説明を求めます。管理者。 

○管理者（山田秀士） ただいま上程となりました議第２号奈良県葛城地区清掃事務組合

個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正についてをご説明申し上げます。 

 議案書３ページをお開き願います。 

 本条例は、懲役及び禁錮を新たに拘禁刑として単一化することなどを盛り込んだ刑法等

の一部を改正する法律が令和４年６月１７日に公布され、令和７年６月１日から施行され

ることに伴い、一部を改正するものです。 

 以上、大変簡単ではございますが、奈良県葛城地区清掃事務組合個人情報の保護に関す

る法律施行条例の一部改正についてをご説明申し上げました。何とぞよろしくご審議の

上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（南満） これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） 質疑もないようですので、これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） 討論もないようでございますので、これより本件を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） ご異議なしと認めます。よって、本件を原案どおり可決することに決し

ました。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

   日程第４ 議第３号 令和７年度奈良県葛城地区清掃事務組合一般会計予算につい 

             て 

○議長（南満） 次に、日程第４、議第３号令和７年度奈良県葛城地区清掃事務組合一般

会計予算についてを議題といたします。 

 議案の朗読を省略して、管理者の説明を求めます。管理者。 

○管理者（山田秀士） ただいま上程となりました議第３号令和７年度奈良県葛城地区清

掃事務組合一般会計予算についてをご説明申し上げます。 

 別冊となっております予算書の１ページをお開き願います。 
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 令和７年度組合一般会計歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億３，０７８万

７，０００円と定めるものでございます。 

 予算の総額は、前年度と比較しまして３，８８８万３，０００円の減額となっておりま

す。これは、かもきみの湯の工事請負費とし尿運搬投入業務委託料の減額が主な要因とな

っております。 

 それでは、歳入歳出の概要を簡潔にご説明申し上げます。 

 予算書の８ページをお開き願います。 

 歳入、第１款分担金及び負担金では、１１億７，０８６万７，０００円を各市町の負担

割合に応じて説明欄に掲げます額をご負担願うもので、２２ページから２３ページに組合

市町分担金算定資料を記載しております。 

 分担金の額は、前年度と比較しまして７３０万９，０００円の減額となっております。 

 次に、第２款財産収入では、財政調整基金及びし尿処理施設等補修費基金等の利子収入

を計上しております。 

 次に、第４款諸収入では、歳計及び歳計外現金に係ります銀行預金利子、１町２村から

のし尿処分料、かもきみの湯指定管理者からの施設利用料及びコピー代金である複写機使

用料を計上しております。 

 次に、１０ページから１１ページの第５款繰入金では、アクアセンターの補修経費に

８，８００万円を充当する目的でし尿処理施設等補修費基金繰入金として計上しておりま

す。 

 続きまして、予算書１２ページから１３ページの歳出についてご説明申し上げます。 

 まず、第１款議会費では、議会運営に係ります経費８０万４，０００円を計上させてい

ただいております。 

 次に、第２款総務費では、第１目一般管理費において、管理者の附属機関に関する報

酬、組合運営事務経費、組合派遣職員に係る人件費負担金等を合わせて５，４１０万２，

０００円を計上しております。 

 次に、１４ページから１５ページの第２目かもきみの湯運営費では、経年劣化に伴う２

系主浴槽ろ過ポンプ更新工事、水風呂チラー更新工事とその他修繕工事及び備品購入等を

合わせて９５１万７，０００円を計上しております。 

 次に、同じく第３目財産管理費では、組合の施設整備等に係る経費として財政調整基金

及び環境整備基金等の各積立金を合わせて１億４，５２８万９，０００円を計上しており

ます。 

 次に、同じく第４目公平委員会費では、公平委員３名に関する報酬等の経費２万４，０

００円を計上しております。 

 次に、１６ページから１７ページの第２款総務費、第２項監査委員費の第１目監査委員

費では、監査委員２名に関する報酬等の経費２０万６，０００円を計上いたしておりま

す。 

 次に、同じく第３款衛生費、第１項清掃費の第２目し尿処理費では、アクアセンターの
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し尿処理等に関する経費を、１１億８４万５，０００円を計上しております。 

 次に、同じく第４款予備費、第１項予備費の第１目予備費では、２，０００万円を計上

しております。 

 以上、大変簡単ではございますが、令和７年度奈良県葛城地区清掃事務組合一般会計予

算の概要をご説明申し上げました。何とぞよろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（南満） これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。１６番川田議員。 

○１６番（川田裕） 予算の審議、よろしくお願いをいたします。 

 まず、１４ページのかもきみの湯の運営費につきましてお聞きをします。 

 今年の、来年度ですか、の工事請負費等はそんなに多くはないわけですけれども、前々

からご答弁でもいただいておりましたようにかもきみの湯のこれ、結構大きな改修が必要

とされると、特に心臓部によるものですね、それはこの令和７年度では取り組まれない、

じゃあいつからやるのかということをお答えいただきたいと思います。 

○議長（南満） 管理者。 

○管理者（山田秀士） また後ほどに報告事項として申し上げるところにも関係してくる

部分が一部ございますけれども、議員ご指摘のとおり、オープンから年月がたっておりま

して、一定改修が必要な部分もあろうかと思います。その点も運営協議会等でもお話をさ

せていただいた中で、ひとまず運営に関して最低限必要な補修等を先に行おうということ

になりました。その上で、今後指定管理者等の更新等がまた決まりましたら、その業者さ

んとの交渉の中で必要な部分の補修、改善といった部分について協議をさせていただきた

いなというように思っております。 

○議長（南満） １６番川田議員。 

○１６番（川田裕） 分かりました。じゃあ、まだこれから協議というところですね。よ

ろしくお願いします。 

 それと次、１７ページなんですが、し尿運搬業務委託料、これについてお聞きします。 

 これは、特別委員会を１年半開いてきて、いろんな各委員さんのご意見を賜りながら答

申のほうも出させていただいたということであります。減額、今受けている報告では単価

３，４００円の投入料であったのが、今３，１００円ですか、ということに、３００円も

一気に下がったということでかなり効果があったものじゃないかなと、このように思いま

す。額的にもその部分は助かるわけですけれども、１点聞きたいのが、これ、議会から特

別委員会まで立ち上げてやりましたけど、細かいとこも全部精査してやりましたけども、

なぜ放置されてたのかね、今まで、それはやっぱり総括としてここで明確にしていただき

たいなと思うわけですが、それはいかがですか。 

○議長（南満） 管理者。 

○管理者（山田秀士） 議員ご指摘のとおり、まず最初に川田議員を中心に特別委員会等

を立ち上げていただいて事務の調査を行っていただきました。その中で、こういった７年
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度の予算について減額が見込めるという状況になりましたこと、まずはこの場を借りて厚

く御礼を申し上げたいというように思います。 

 その中で、今ご指摘いただきました、これまでそういった事務が放っておかれた部分に

ついての総括ということでございますけれども、これは少しお時間を頂戴いたしまして、

この場でお答えをさせていただくことを少し控えさせていただいて、少しちゃんと総括を

した上でまたいずれかの機会を持って皆さんにお伝えできる形でしっかりとお示しをさせ

ていただこうと思いますので、ご理解をいただければというように思います。 

○議長（南満） １６番川田議員。 

○１６番（川田裕） そのあたり、しっかりとご精査いただいて、またご報告のほうをい

ただければと思います。 

 今回これ、プロポーザルのものでやられたんですよね、プロポーザル方式でね。今調べ

てるところによるといろいろ不思議なところが何点か出てきてまして、そのあたりもまた

意見させていただきますので、今後、来年度もその次の年度もこういった同じようなこと

が続いていくわけですから、そのあたりは１回目の反省を２回目に大きく生かしていただ

けるということで取組を、これは要望としておきます。 

 それと、最後にあと一点なんですが、このし尿運搬投入業務委託料っていうのは、これ

は規約の第３条の（１）、共同処理する事務、し尿貯留中継基地からし尿処理施設までの

し尿運搬に係る事務ということで、これが共同して行う事務として規定されております。

共同処理する市町が大和高田市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、河合町、広陵町と御

所市さん以外の市町は全てこれに今加入してるということなんですね。これ、前東川管理

者からもご答弁をいただいてるんですけど、もう一度確認としまして、この事務について

は、もし脱退すると、これは本来市町の事務でありますのでね、自らするんだということ

になれば、これはそういう意思を表示させていただいたらこれはできるということです

ね、脱退は、そういうことで前答弁いただいてるんですけど。それ、もう一度確認のため

に、運営協議会で協議しなきゃできないんだとか、そういうことはないですよね、そこだ

け確認をさせてください。 

○議長（南満） 管理者。 

○管理者（山田秀士） 議員今ご指摘の点でございますけれども、前管理者が答えていた

とおりだというように思っております。そういった申出がありましたら、市としての、そ

れぞれ構成市町の公式な見解として出されました折には、その構成市町のご意向を最大限

に酌みたいというように思っております。 

○議長（南満） ほかにございませんか。１２番仲本議員。 

○１２番（仲本博文） 同じとこなんですけど、し尿運搬業務委託料が値段が下がった

と、これはほんまよかったと思うんですけど、このプロポーザルを出したときの、少しこ

の入札のときの内容だけ教えていただけますか、それと何年か、多分１年だと思うんです

けど、契約のほうも教えていただけますか。 

○議長（南満） 局長。 
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○組合事務局長（中井戸開広） 失礼します。プロポーザルに出させてもらった条件とい

たしましては、契約については１年間、令和７年４月１日から令和８年３月３１日という

ことです。 

 あと、収集のエリアにつきましては、大体同じような量になるような形で、エリアＡ、

エリアＢというふうな形の２つのエリアに分けさせていただいております。 

 以上です。 

○１２番（仲本博文） 分かりました。結構です。 

○議長（南満） ほかにございませんか。 

       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） ないようでございますので、これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） 討論もないようでございますので、これより本件を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） ご異議なしと認めます。よって、本件を原案どおり可決することに決し

ました。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

   日程第５ 副管理者の辞職について 

○議長（南満） 次に、日程第５、副管理者の辞職についてを議題といたします。 

 本組合の副管理者、堀内大造大和高田市長より辞職願が提出され、本日をもって副管理

者を辞職したい旨の申出がありました。 

 議会事務局長に副管理者の辞職願を朗読させます。 

       〔議会事務局長辞職願朗読〕 

○議長（南満） お諮りいたします。副管理者の辞職については、申出どおり許可するこ

とに決してご異議ございませんか。 

       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） ご異議なしと認めます。よって、本件を申出どおり許可することに決し

ました。 

 お諮りいたします。堀内大造大和高田市長の辞職により、本組合の副管理者が１名欠員

となります。このため、副管理者の選任を日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題

とすることにご異議ございませんか。 

       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） ご異議なしと認めます。よって、副管理者の選任を日程に追加し、追加

日程第１として直ちに議題とすることに決しました。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

   追加日程第１ 副管理者の選任 



- 11 - 

○議長（南満） 追加日程第１、副管理者の選任を議題といたします。 

 お諮りいたします。選任の方法は、議長において指名することにいたしたいと存じます

が、ご異議ありませんか。 

       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しまし

た。 

 副管理者に三橋和史香芝市長を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま指名いたしました三橋和史市長を副管理者に選任すること

にご異議ございませんか。 

       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） ご異議なしと認めます。よって、三橋和史市長を副管理者に選任するこ

とに決しました。 

 ただいま副管理者に選任されました三橋和史市長が議場におられますので、本席より選

任通知をいたします。 

 副管理者の選任の挨拶があります。三橋市長。 

○副管理者（三橋和史） ただいま副管理者にこ指名いただきました香芝市長の三橋でご

ざいます。組合議員の皆様方のご了解を得まして副管理者に就任することができましたこ

と、誠にありがたく、感謝申し上げたいと思います。 

 山村副管理者とともに山田管理者を支え、当組合の発展に努力していきたいと思います

ので、今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 簡単ですが、就任の挨拶とさせていただきます。 

○議長（南満） どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、議会運営に関する協議を行うため、全員協議会を開催いたします。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（南満） 休憩いたします。 

       午後２時３０分休憩 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

       午後２時３５分再開 

○議長（南満） 休憩を解いて、会議を再開いたします。 

 お諮りいたします。ただいま１３番沖優子議員外１名より議会議案第１号奈良県葛城地

区清掃事務組合議会個人情報保護条例の一部改正についてが提出されました。 

 これを日程に追加し、追加日程第２として直ちに議題とすることにご異議ございません

か。 

       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） ご異議なしと認めます。よって、この際、議会議案第１号を日程に追加

し、議題とすることに決しました。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 
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   追加日程第２ 議会議案第１号 奈良県葛城地区清掃事務組合議会個人情報保護条 

                  例の一部改正について 

○議長（南満） 次に、追加日程第２、議会議案第１号奈良県葛城地区清掃事務組合議会

個人情報保護条例の一部改正についてを議題といたします。 

 議案の朗読を省略して提案者の説明を求めます。１３番沖優子議員。 

○１３番（沖優子） 本条例の一部改正については、懲役及び禁錮を新たに拘禁刑として

単一化することなどを盛り込んだ刑法等の一部を改正する法律が令和４年６月１７日に公

布され、令和７年６月１日から施行されます。このことに伴い、本組合議会においても懲

役及び禁錮について規定される本条例について拘禁刑に改める一部改正を提案するもので

ございます。 

 何とぞよろしくご賛同を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（南満） これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） 質疑もないようですので、これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） 討論もないようでございますので、これより本件を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） ご異議なしと認めます。よって、本件を原案どおり可決することに決し

ました。 

 以上で日程は全て終了いたしましたが、今後の組合運営に関し、管理者から報告があり

ます。管理者。 

○管理者（山田秀士） ただいま議長より説明のありました今後の組合運営について、２

点ご報告を申し上げます。 

 １点目は、建て替え用地についてでございます。 

 建て替え用地については、令和６年８月組合議会定例会の一般質問にありましたが、令

和５年１０月２日付で葛城地区自治連合会と締結した協定書の第１項に、今後も継続して

アクアセンターを利用して運営するのであれば、建設予定のない組合建て替え用地につい

て、御所市と協議しながら、この地域の自然を生かした地域活性化計画の２０２８年度中

の実現に向けて組合は御所市に用地の協力をすることとあります。このことから、現在組

合と御所市の間で公益的合意書を締結すべく協議をしており、協議が調い次第、締結して

まいります。公益的合意書が締結できれば、早急に御所市への建て替え用地の譲渡に向け

て事務執行を行い、組合議会にも報告し、葛城地区自治連合会と情報を共有し、またご意

見もいただきながら御所市の地域活性化計画の実現に向けて協力していく所存でありま

す。 
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 次に、２点目は、かもきみの湯大規模改修についてでございます。 

 かもきみの湯大規模改修についても、昨年の８月組合議会定例会の一般質問にありまし

たが、アクアセンターの運営について２０年間の延長が地元と合意できましたので、地元

還元施設でもあるかもきみの湯についてもアクアセンターと同じく２０年間運営できるよ

うな改修が必要になってきます。そこで、現在の指定管理者に改修が必要な箇所等につい

て要望を上げるようにお願いをしたところ、必要な改修箇所等の要望が提出をされまし

た。その要望を受けて、運営協議会で協議をし、かもきみの湯を運営していく上で既存の

機械設備等で早急な更新が必要なものについて、専門家にも調査をしてもらい、優先的に

更新していく運びとなりました。また、その他の来客数の増加を図るための改修要望につ

いては、次期指定管理者が決定してから協議を進めていくことになっております。既存の

機械設備等の更新工事実施の際には、組合議会及び組合市町のお力添えを賜りたいと考え

ております。何とぞご理解、ご協力、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上をもちまして報告とさせていただきます。 

○議長（南満） ただいまの報告について、質問等がございましたらお受けいたします。

１６番川田議員。 

○１６番（川田裕） よろしくお願いします。 

 前々からご指摘をさせていただいておりました周辺地域との合意についての内容であり

ますが、建て替え用地を御所市さんの地域活性化計画、これに用いるということで話があ

りました。ところが、昨年、周辺地域の住民の方から一体どのようになってるんだと、な

ぜここまで遅いんだということのお叱りも受けまして、一般質問もさせていただいた流れ

であります。 

 １点確認したいのが、今管理者のご説明によれば公益的合意を御所市とこの組合が結ん

でいくということで運んでいるということでありますが、譲渡していくということになり

ますとあと計算上の問題で、前回評価額が出ていたのが約１億円弱だったんですね、建て

替え用地は、それが基本的な組合の資産になりますので、協議してやっていくのは、これ

は何ら問題ないんですけれども、ただ地財法第９条の関係で、御所市さんが組合の地域の

そういった地域還元事業について資金を出すということは地財法第９条に恐らく抵触する

ものだと思われますので、公益的合意書において、その割合、幾らで譲渡されるかってい

うのは分からないんですが、その約１億円弱から譲渡される金額を差し引いた額、この額

に見合う分がその地元還元事業になるということの、その感覚でよろしいですね。 

○議長（山田秀士） 議員ご指摘のとおり、一般的な感覚としてはそのようなところにな

るかなというように思います。ただ、地元との協議の中で一部の増減、増減といいます

か、地元要望等に応える努力というのは一定必要になってこようかというように思います

が、今議員ご指摘のとおり、一定の秩序を持ちながら考えていきたいなというように思っ

ています。 

○議長（南満） １６番川田議員。 

○１６番（川田裕） そこだけあやふやにならないように、事務の区分というものが各公
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共団体にはありますので、そこが、他人の公共団体の事務を別の団体が行うということは

委任もしくは約束、特別合意等がなければそれは通用しないと思いますので、そのあたり

にご注意いただいて取り組んでいただきたいなと意見を申し上げておきます。 

○議長（南満） ほかにございませんか。 

       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（南満） ないようでございますので、ただいまの報告について終了いたします。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（南満） 以上で日程は全て終了いたしましたので、会議を閉じることにいたしま

す。 

 議員各位におかれましては、慎重審議を賜りまして厚く御礼を申し上げます。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（南満） 管理者の閉会の挨拶がございます。管理者。 

○管理者（山田秀士） 本日は大変お忙しい中、ご出席をいただき、ご提案申し上げまし

た案件につきましては慎重審議の上、適切なるご決定を賜りましたこと、厚く御礼を申し

上げます。 

 今後とも引き続き施設の運営管理並びに周辺地域の環境保全に対しまして誠心誠意取り

組んでまいる所存でございますので、皆様方におかれましても組合運営に関し格別のご協

力をお願いを申し上げまして、私の閉会のご挨拶とさせていただきます。本日は誠にあり

がとうございました。 

       ――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（南満） これをもって令和７年２月奈良県葛城地区清掃事務組合議会定例会を閉

会いたします。どうもありがとうございました。 

       午後２時４５分閉会 
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